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○所沢市ふるさとの川再生事業実施要綱 

平成23年４月１日要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が管理する河川及び水路（以下「河川等」という。）において、

実施区域を指定し、市と市民団体が協働して多様な生物が生息する自然が豊かな川の

実現のために実施する所沢市ふるさとの川再生事業（以下「事業」という。）に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「市民団体」とは、概ね10人以上の市民で構成され、市と協

働して事業に取り組み、かつ、河川等の管理を10年以上継続して行う意思のあるもの

をいう。 

（実施主体） 

第３条 事業の実施主体は、所沢市とする。 

（実施区域の指定基準） 

第４条 事業の実施区域の指定基準は、河川等の水量の維持の確保が可能であることと

する。 

（実施区域の指定の申請） 

第５条 事業の実施区域の指定を希望する市民団体は、所沢市ふるさとの川再生事業指

定申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、市と協働して事業を行うこと及び河川等の維持管理を10年以上

行うことについて、当該市民団体の総意として同意したことを証する書面として、所

沢市ふるさとの川再生事業区域の維持管理についての同意書（様式第２号）を添付し

なければならない。 

（実施区域の指定の決定） 

第６条 市長は、前条第１項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査

し、指定することを決定したときは、所沢市ふるさとの川再生事業区域指定通知書（様

式第３号）により通知するものとする。 

（事業計画の策定） 

第７条 市長は、前条の規定による指定をしたときは、当該市民団体と協働してふるさ

との川再生事業計画を策定するものとする。 
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（整備の実施） 

第８条 市長は、前条の事業計画に基づき、必要な河川等の整備を実施するものとする。 

（維持管理） 

第９条 事業に指定された河川等の維持管理については、市及び市民団体が協定を締結

して協働で行うものとする。 

２ 市及び市民団体の維持管理に係る分担については、次に掲げるとおりとする。 

(１) 市の分担 

ア 多様な生物の生息に必要な河畔林の保全その他自然の保全活動に関すること。 

イ 市民団体の維持管理活動に対する支援に関すること。 

(２) 市民団体の分担 

ア 河床及び河川敷の清掃及び除草等に関すること。 

イ 多様な生物の保護その他河川等の自然の再生活動に関すること。 

ウ 事業に係る施設の日常管理に関すること。 

（維持管理の計画及び報告） 

第10条 市民団体は、毎年度その維持管理計画を作成し、所沢市ふるさとの川再生事業

維持管理計画書（様式第４号）により市長に提出しなければならない。 

２ 市民団体は、前項の計画に基づき実施した維持管理活動について、毎年度末に所沢

市ふるさとの川再生事業維持管理実施報告書（様式第５号）により市長に報告しなけ

ればならない。 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 
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